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三重県警察本部訓令第１３号

警察本部

警察学校

警 察 署

警察署交通機動隊の運営に関する訓令を次のように定める。

昭和６０年１１月１９日

三重県警察本部長 増田 裕

警察署交通機動隊の運営に関する訓令

改正 昭６１県本部訓令第６号、平４第１６号、平８第１３号、平１８第１４号

（趣旨）

第１条 この訓令は、警察署交通機動隊（以下「署交機」という。）の運営に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（任務）

第２条 署交機は、別に定める活動区域において交通の安全と円滑及び道路の交通に起因する障

害の防止を図るため、交通取締用自動二輪車及び交通取締用四輪車により、交通指導取締り等

を行うものとする。

（編成）

第３条 署交機は、警察署に勤務する警察官をもって編成する。

２ 署交機の編成は、別表のとおりとする。

（隊員の選考等）

第４条 署交機隊員（以下「隊員」という。）の選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原則として年齢４０歳未満で身体強健な者であること。ただし、分隊長については、年齢

制限を超えることができる。

(2) 三重県警察の車両運転技能認定に関する訓令（昭和４０年三重県警察本部訓令第５号）第

１２条に定める「一般技能認定２級及び白バイ技能認定２級」以上の級位を取得している者

であること。

(3) 実務経験２年以上で、勤務成績が優良であること。

２ 警察署長は、所属の警察官の中から前項各号の基準に従い隊員候補者を選考し、警察署交通

機動隊員選考上申書（様式第１）により交通機動隊長を経て警察本部長（以下「本部長」とい

う。）に上申するものとする。

３ 本部長は、第２項に定める上申に基づき隊員を指名するものとする。

（勤務及び勤務計画）

第５条 隊員の勤務は、交通情勢に対応し、１か月に４日以上とするものとする。

２ 分隊長の所属する警察署長は、毎月、別に定める活動区域の勤務計画を、交通指導課長、交
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通機動隊長及び関係警察署長と協議して策定するものとする。

（活動の指揮、掌握）

第６条 隊員の活動は、その活動地を管轄する警察署長が指揮、掌握するものとする。

（交通法令違反の処理）

第７条 隊員が取り扱った交通法令違反事件は、違反場所を管轄する警察署において処理するも

のとする。

（勤務日誌等）

第８条 隊員は、勤務の結果を勤務日誌（様式第２）に記載して、所属する警察署長に報告する

ものとする。

（教養訓練）

第９条 交通機動隊長は、隊員に対して、別に定めるところにより必要な教養訓練を行うものと

する。

（服装）

第１０条 隊員の服装は、三重県警察官の服制に関する訓令（平成１５年三重県警察本部訓令第

１３号）第６条に定めるとおりとする。

（事務）

第１１条 署交機に関する事務は、交通機動隊において行うものとする。

（報告）

第１２条 分隊長の所属する警察署長は、毎月の勤務状況を取りまとめ、翌月５日までに、交通

機動隊長を経て、本部長に報告するものとする。

附 則

この訓令は、昭和６０年１１月２８日から施行する。

附 則 〔昭和６１年５月７日 三重県警察本部訓令第６号〕

この訓令は、昭和６１年５月７日から施行する。

附 則 〔平成４年１０月２３日 三重県警察本部訓令第１６号〕

この訓令は、平成４年１０月２３日から施行し、平成４年４月１日から適用する。

附 則 〔平成８年１０月１４日 三重県警察本部訓令第１３号〕

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成１８年４月１３日 三重県警察本部訓令第１４号〕

この訓令は、平成１８年４月１日から適用する。
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別表

警 察 署 交 通 機 動 隊 の 編 成

区 分 編 成

警察署別 分 隊 長 分 隊 員

桑 名 警 察 署 １

い な べ 警 察 署 １

四 日 市 北 警 察 署 １

四 日 市 南 警 察 署 １ １

四 日 市 西 警 察 署 １

亀 山 警 察 署 １

鈴 鹿 警 察 署 １ １

津 警 察 署 １ １

津 南 警 察 署 １

松 阪 警 察 署 １ １

大 台 警 察 署 １

伊 勢 警 察 署 １ １

鳥 羽 警 察 署 １

尾 鷲 警 察 署 １ １

熊 野 警 察 署 １

紀 宝 警 察 署 １

伊 賀 警 察 署 １

名 張 警 察 署 ２

計 ８ 17
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様式第１

発第 号

年 月 日

三重県警察本部長 様

警 察 署 長

警察署交通機動隊員選考上申書

みだしのことについて、次のとおり上申する｡

階 級
生年月日

年 月 日

氏 名 （ 歳）

採 用 年 月 日 年 月 日 （ 年 か月）

現階級昇任年月日 年 月 日 （ 年 か月）

現所属配置年月日 年 月 日 （ 年 か月）

資
普 通 免 許 取 得 年 月 日 年 月 日

（一般技能認定取得年月日） （ 級 年 月 日）

格
自動二輪免許取得年月日 年 月 日

（白バイ能認定取得年月日） （ 級 年 月 日）

等 健 康 状 態 等

選考理由

（Ａ４）
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様式第２

署 長 副署長 課 長 係 長 主 任

勤 務 日 誌

勤 務 日 平成 年 月 日 （ 曜日） 天候

勤 務 員

（相勤者）

時 分 ～ 時 分
活 動 時 間

（うち駐留監視 箇所 時 分）

走 行 記 録 白バイ・パトカー ㎞

給 油 Ｌ

検挙・警告

指 導 等 の

状 況

参 考 事 項


